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議題４ 母子保健事業について



こども家庭庁 新生児マス・スクリーニング検査の実証事業 （令和5年度補正予算にて創設）

＜実証事業参画自治体数＞

※令和6年度においては
採択内示自治体数

〇令和5年度

都道府県：13
政令市 ：8

〇令和6年度

都道府県：27
政令市 ：11

令和5年度、令和6年度ともに
大阪府・大阪市・堺市含む



大阪府 新生児マス・スクリーニング検査の実証事業 （令和６年３月より実施）

■経緯

〇昭和52年10月～
ガスリー法による先天性代謝異常等検査開始（6疾患）
※平成19年からタンデムマス法に。

〇平成30年3月30日～
２０疾患を「一次対象疾患」と位置づけ、「一次対象疾患」
より「現状において確定診断が容易でない・ 治療効果が
確実でない段階」の疾患を「二次対象疾患（５疾患）」とし、
「一次対象疾患」と合わせた25疾患で実施。

〇令和6年3月1日～
国の実証事業へ参画し、２疾患（重症免疫不全症(SCID)/
脊髄性筋萎縮症(SMA)）を公費対象に追加。

■実施内容

国の実証事業を活用した新生児マススクリーニング検査を
新たに実施し、併せて、国の調査研究事業に対し検査データ
の提供をはじめとした連携・協力を行う。

(1)検査対象者：大阪府では府内（大阪市・堺市を除く）の
分娩施設で出生した新生児
※検査には保護者の同意が必要。
※大阪市・堺市についても、実証事業に参加

(2)検査対象疾患：①重症複合免疫不全症（SCID）及び
②脊髄性筋萎縮症（SMA）

(3)検査実施機関（委託）
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療ｾﾝﾀｰ

(4)検査実績（令和6年9月まで）：20,229件（うち疑陽性6件）
※総検査件数、大阪市・政令市除く

25疾患



大阪府 新生児マス・スクリーニング検査の公費対象疾患



さいごに

先天性代謝異常等検査事業の推進のため、引き続き
ご理解ご協力をどうぞよろしくお願いします。

ご清聴ありがとうございました


